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市内相談支援事業所 管理者 各位 

健康福祉局障害保健福祉部障害計画課担当課長 

健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課長 

令和元年台風第19号による被災者に係る支給決定等の有効期間の延長等について 

標記の件につきまして、厚生労働省から通知がありました。つきましては、当該通知に基づき、以下

の取扱としますので、御確認の程よろしくお願いします。 

令和元年台風第 19号（以下、「当該災害」といいます）によって被災した障害福祉サービス、障害児

通所支援及び地域生活支援事業の支給決定障害者等について、支給決定等の有効期間が令和元年 10 月

10 日から令和２年３月 30 日までの間に満了する場合で、当該災害による理由で支給決定等の更新を行

うことができないときは、当該有効期間を令和２年３月 31 日まで延長することとしますので、御承知

おきください。 

また、当該延長を行う場合には、支給決定が必要なため、区役所・支所に御相談いただく必要があり

ます。支給決定が完了しましたら、区役所・支所が受給者証を発行します（当該延長に伴う決定にあた

って計画作成をお求めしませんので、相談支援の請求はできません）。 

さらに、延長した有効期間は３月 31 日で失効しますので、３月中にモニタリングを実施するととも

に、４月１日付の計画作成をお願いします。なお、この場合、３月中に実施するモニタリングは、４月

１日付の計画作成の一連の支援となりますので、サービス利用支援費のみ算定してください。 

 なお、上記の取扱については、障害支援区分の認定の有効期間が令和元年 10月 10 日から令和２年３

月 30日までの間に満了する場合において準用することとしますことを御承知おきください。
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